
富里市観光振興事業補助金交付要綱 

 

（平成２８年１１月３０日告示第１９３号） 

 

改正  平成３１年３月１８日告示第６０号  令和４年３月１８日告示第３４号 

    令和５年３月１４日告示第３０号  令和６年４月１日告示第７５号 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、市の観光資源を活用した観光客誘致事業を促進し、観光の振

興及び発展を図る特定非営利活動法人富里市観光協会（以下「協会」という。）

の円滑な運営を図るために要する経費に対し、予算の範囲内において、富里

市補助金等交付規則（平成１９年規則第１０号。以下「規則」という。）及

びこの要綱に基づき富里市観光振興事業補助金（以下「補助金」という。）を

交付することについて必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象事業、経費及び補助率） 

第２条 補助金の交付対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとす

る。 

 （交付の申請） 

第３条 協会は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第５条の規定

により補助金等交付申請書を補助事業の着手日の翌日から起算して３０日以

内に市長に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第４条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交

付を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第８条の

規定による補助金等交付決定通知書を協会に通知するものとする。 

 （承認申請） 

第５条 協会は、補助金の交付決定後、補助事業等に変更が生じたときは、規

則第１４条の規定により速やかに補助事業等変更・中止（廃止）承認申請書

を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更等の承認の申請があったときは、当該申請

に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内

容を調査し、補助事業等の変更等を承認すべきと認めたときは、当該補助事

業等の変更等の承認をするものとする。 

（実績報告） 



第６条 協会は、実績報告をしようとするときは、規則第１５条の規定により

事業完了の日から起算して３０日以内に補助事業等実績報告書を市長に提出

しなければならない。 

（確定通知） 

第７条 市長は、前条の報告を受けて補助金の額を確定したときは、規則第１

６条の規定による補助金等交付確定通知書を協会に通知するものとする。 

 （交付の請求） 

第８条 協会は、補助金の交付を請求しようとするときは、規則第１８条の規

定により補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。 

 （概算払の請求） 

第９条 協会は、補助金の概算払を受けようとするときは、規則第１９条の規

定により補助金等概算払（前金払）等交付請求書を市長に提出しなければな

らない。 

 （補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

 （失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

   附 則（平成３１年３月１８日告示第６０号） 

 この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和４年３月１８日告示第３４号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和５年３月１４日告示第３０号） 

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第３４条の規定は、令和５年

４月１日から施行する。 

  附 則（令和６年４月１日告示第７５号） 

この告示は、公示の日から施行する。 



別表（第２条関係） 

対象事業 内容 補助対象経費 補助率 

観光協会

運営事業 

協会を運営する

ための人件費 

給料 費用弁償 補助対象経費額の

全額。ただし、予

算の範囲内で市長

が定める額を上限

とする。 

協会を運営する

ための事務経費 

費用弁償 消耗品費 通

信運搬費 手数料 

補助対象経費の２

分１以内（上限

35,000 円） 

協会を運営する

ための事業経費 

報償費 印刷製本費 会

場設営費 

補助対象経費の２

分の１以内（上限

30 万円） 

 


